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六ケ所ウラン濃縮工場 

品質保証の実施結果及び常設の第三者外部監査機関の監査結果 

（平成２９年度下期報告） 

 

Ⅰ．品質保証の実施結果 

１．保安活動等の実施 

（１）品質方針の設定、周知 

社長は、平成２９年４月１日に公布した平成２９年度の品質方針を平成３０年度も

継続して適用することを、３月２６日の平成２９年度第４回保安検査終了後のマネジ

メントレビューにて決定し、３月３０日、電子掲示板により全社員に周知した。 

なお、品質方針を品質目標に展開するために適用していた「品質方針ガイドライン」

については廃止とし、重点的に取り組むよう社長が期待する事項として「社長期待事

項」を新たに設定し、３月３０日、監査室長、安全・品質本部長、濃縮事業部長へ通

知した。 

 

（２）品質目標の設定、周知 

（監査室） 

監査室長は、平成２９年度の品質目標を以下のとおり改正し、監査室内へ周知した。 

・コンプライアンス及び情報セキュリティに関する教育の目標設定に伴い、１１月

９日に改正し、１１月１６日、打合せにより監査室内へ周知した。 

・報告徴収命令に基づく報告に対する是正処置の進捗を考慮した監査実施時期の見

直しに伴い、１２月２０日に改正し、１２月２７日、打合せにより監査室内へ周

知した。 

また、 監査室長は、平成３０年度の品質目標を３月３０日に設定し、４月２日及び

３日、打合せ等により監査室内へ周知した。品質目標には、「各被監査部署の重点課題

に対する内部監査を実施することで被監査部署の保安活動の改善に貢献する」等を設

定した。 

（安全・品質本部） 

安全・品質本部長は、平成２９年度の品質目標を以下のとおり改正し、安全・品質

本部内へ周知した。 

・安全・品質本部の組織改正に伴い、１０月１８日に改正し、同日、電子掲示板に

より安全・品質本部内へ周知した。 

・「平成２９年度第２回保安検査等の指摘を踏まえた、当社の取り組みについて（以

下、「事業者対応方針」という。）」に基づく、「ＪＡＥＡ大洗内部被ばく事故に対

する水平展開の実施」を反映し、１１月２１日に改正し 同日、電子掲示板によ

り安全・品質本部内へ周知した。 
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また、安全・品質本部長は、平成３０年度の品質目標を平成２９年度下期定例マネ

ジメントレビューの結果を踏まえて設定する計画であることから、それまでは平成  

２９年度の品質目標のうち平成３０年度も継続して取り組む項目を適用するよう３月

３０日に設定し、４月６日、電子掲示板により安全・品質本部内へ周知した。 

 （濃縮事業部） 

濃縮事業部長は、平成２９年度の品質目標を以下のとおり改正し、濃縮事業部内へ

周知した。 

・事業者対応方針の活動を品質目標に反映し、１１月９日に改正し、１１月１３日、

文書等により濃縮事業部内へ周知した。 

   また、濃縮事業部長は、平成３０年度の品質目標を平成２９年度下期定例マネジメ

ントレビューの結果を踏まえて設定する計画であることから、それまでは平成２９年

度の品質目標のうち平成３０年度も継続して取り組む項目を適用している。 

 

（３）社長による評価 

実施状況：社長は、平成２９年度第２回定例マネジメントレビューを１１月９日に

実施するとともに、平成２９年度第２回保安検査終了後のマネジメント

レビューを１０月３日に、平成２９年度第３回保安検査終了後のマネジ

メントレビューを１２月１４日に、平成２９年度第４回保安検査終了後

のマネジメントレビューを３月２６日に実施した。（下期計４回） 

実施結果： 

（監査室、安全・品質本部、濃縮事業部共通） 

（平成２９年度第２回定例マネジメントレビュー） 

「ＱＭＳに係る業務のマネジメントを確実にするために、効果的な品質目

標を設定すること。そのため、安全・品質本部は品質目標策定に係る全社共

通ルールの整備を行い、平成３０年度から全社適用開始できるようにすると

ともに、各管理責任者は業務の優先順位を明確にしたうえで平成３０年度品

質目標を策定し、下位組織の目標にて具体的に展開すること。」、「事業者対

応方針で規制当局に約束したことについて、改めて保安業務(原子力規制庁

対応を行う部署を含む)に係る全社員への周知を図り、確実に実施すること。」

等の指示があった。 

（平成２９年度第２回保安検査終了後のマネジメントレビュー） 

「９月２９日に社達にて発信した「保安検査等の対外対応の心得」につい

て、社内周知を徹底し、全社員への浸透を図ること。」等の指示があった。 

（平成２９年度第３回保安検査終了後のマネジメントレビュー） 

「安全・品質本部および各事業部は、事業者対応方針の内容を確実に実施

し、進捗状況を適切に管理すること。」等の指示があった。 

（平成２９年度第４回保安検査終了後のマネジメントレビュー） 

「保安検査での気付き事項の処置方法について、安全・品質本部で全社的
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な考え方を整理すること。また、室・本部・事業部は、その考え方に従い確

実に管理できるよう対応すること。」等の指示があった。 

（安全・品質本部） 

（平成２９年度第２回定例マネジメントレビュー） 

「マネジメントレビューにおいて、真に重要な議論が関係者でできるよう、

文書によるマネジメントレビューの実施および実施回数の検討を含め、合理

的な運用改善を図ること」等の指示があった。 

（平成２９年度第４回保安検査終了後のマネジメントレビュー） 

「ＪＡＥＡ大洗内部被ばく事故に対する実施計画書における「当社施設の

実プロセスを考慮したリスクの抽出」等に関する活動について、不足事項が

ないか確認するなど、各事業部の活動を適切に管理すること。」等の指示が

あった。 

（濃縮事業部） 

（平成２９年度第２回定例マネジメントレビュー） 

「設備の全数把握の対応にあたっては、先行する事業部との整合を図り、

確実に実施すること。」等の指示があった。 

（平成２９年度第２回保安検査終了後のマネジメントレビュー） 

「保安規定に基づく保守管理を確実にするために、まずは設備を管理され

た状態にすること。」等の指示があった。 

（平成２９年度第３回保安検査終了後のマネジメントレビュー） 

「濃縮事業部は、放射性物質濃度の精密測定未実施に対し、規制当局との

協議も含め、適切な対策を講じること。」等の指示があった。 

 

（４）文書及び記録の管理 

監査室長、安全・品質本部長及び濃縮事業部長は、「加工施設保安規定」、「全社品質

保証計画書」及び関連文書（以下、「文書類」という。）に従い、所管する業務に関し

て作成した文書及び記録を管理した。 

 

（５）保安活動の実施 

（監査室） 

監査室長は、文書類に従い、監査に係る業務を実施した。 

（安全・品質本部） 

   安全・品質本部長は、文書類に従い、品質保証に係る業務を実施した。 

（濃縮事業部） 

濃縮事業部長は、文書類に従い、加工施設の操作、核燃料物質の管理、保守管理、

放射性廃棄物管理、放射線管理、初期消火活動のための体制の整備及び非常時の措置

に係る業務を実施した。 
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 ○特記事項 

当社は、品質マネジメントシステムの改善に取り組んでいるところであり、その取組

み状況については「２．品質保証活動の改善に向けた取組み」に示す。 

なお、平成２９年度第２回保安検査等で指摘された「ウラン濃縮工場 分析室天井裏

のダクト損傷事象」については、１０月１１日の原子力規制委員会において、以下のと

おり保安規定違反（監視）と判定され、９月２６日原子力規制庁に提出した事業者対応

方針（１０月３０日、１１月８日、１２月２８日改定）に基づき活動を実施している。 

  

＜保安規定違反（監視）事例＞ 

中国電力株式会社島根原子力発電所で確認された中央制御室空調換気系ダクトの腐

食を踏まえ、濃縮・埋設事業所加工施設において点検を行ったところ、平成２９年２

月１０日に更衣エリアの天井裏の排気ダクトに腐食を発見した。引き続き点検を実施

していたところ、８月３１日に分析室の天井裏の排気ダクトで新たな腐食が確認され、

排気流路のバウンダリが喪失した箇所を複数確認した 

本件に関連して、当社は以下の事項を報告した。 

・閉じ込め機能を有する排気系統に関して、維持基準に適合していることを確認す

るための点検が必要であったが、平成４年の操業開始以降、保守管理計画に盛り

込んでおらず点検していなかったこと及び上記の点検において、不適切な良否の

判断をしていたこと。 

・第１種管理区域（汚染のおそれのある管理区域）である分析室の天井裏への入域

に際して、排気流路のバウンダリが喪失し維持基準に適合していない状態のダク

トがあり、必要な防護具を着用する必要があるが、一時立入り者に対して不適切

な防護具での入域を許可したこと。 

これらについて「濃縮・埋設事業所加工施設における排気ダクトの腐食について」と

して監視レベルの保安規定違反と判断された。 

上記の保安規定違反（監視）に対し、以下の取り組みを実施している。 

・分析室の天井裏の排気ダクトのように顕著な腐食のあるダクトについて交換工事を

実施するとともに、補修が必要な錆・変色等が確認されたダクトについて補修を実

施した。 

・ダクトを除く設備・機器で補修が必要な錆・変色等が確認されたものについて補

修を実施した。 

・ウラン濃縮工場内外の現場にある全ての設備・機器の現場確認を継続している。

なお、３月３１日時点で、機能面に影響を及ぼすような不具合は確認されていな

い。 
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（６）調達 

濃縮事業部長は、文書類に従い、調達先の評価を行い、物品及び役務の調達について

は調達製品への要求事項を明確にし、調達製品が調達要求事項を満たしていることを確

認した。 

 

（７）内部監査 

（監査室） 

実施状況：監査室長は、文書類に従い、監査計画に基づいて、下記の内部監査を実

施した。 

・濃縮事業部に対する内部監査  ：１月～２月 

・安全・品質本部に対する内部監査：１月～２月 

・監査室内の部署に対する内部監査：１月 

実施結果：濃縮事業部においては、「技能認定評価表の未作成」の指摘事項が１件、

「重要課題の実施部署への展開に関する改善」等の観察事項が３件あっ

た。また、「保修作業依頼に係る運用の見直し」等の提言事項が４件あっ

た。 

安全・品質本部においては、指摘事項は抽出されなかったものの「品質・

保安会議の議事録作成遅れ」の観察事項が１件あった。また、「協力企業

への訪問・アンケートの気付き事項に対する社内の役割分担」等の提言

事項が３件あった。 

監査室内の部署においては、指摘事項及び観察事項は抽出されなかったも

のの「内部監査に係る今後の監査報告書のスリム化を図ること」等の提言

事項が４件あった。 

 （安全・品質本部） 

実施状況：安全・品質本部長は、文書類に従い、監査計画に基づいて、安全・品質

本部内の部署に対する内部監査を３月に実施した。 

実施結果：「提言事項の対処要否の変更」等の指摘事項が２件あった。また、「是正

処置に対する有効性レビュー」の観察事項が１件、「全社対策本部運用要

則に基づく業務管理の強化」等の提言事項が２件あった。 

（濃縮事業部） 

実施状況：濃縮事業部品質保証課長は、文書類に従い、監査計画に基づいて、濃縮

事業部内の部署に対する内部監査を１２月から３月にかけて実施した。 

実施結果：指摘事項及び要望事項は抽出されなかった。 

 

（８）不適合管理 

監査室長、安全・品質本部長及び濃縮事業部長は、文書類に従い、不適合を確実に

識別し、処置及び記録した。なお、検出された不適合については当社ホームページで公

開した。 
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（９）是正処置及び予防処置 

監査室長、安全・品質本部長及び濃縮事業部長は、文書類に従い、不適合の再発防止

及び発生予防のための処置を行い、これを記録し、実施した活動を評価した。 

 

（10）教育・訓練 

濃縮事業部長は、文書類に従い、加工施設の保安活動に従事する者に必要な力量が

持てるように、関係法令及び保安規定の遵守に関すること、加工施設の構造、性能及

び操作に関すること、放射線管理に関すること等について教育・訓練を実施した。 
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２．品質保証活動の改善に向けた取組み 

当社は平成２８年１２月１４日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律第６７条第１項の規定に基づく報告徴収命令を受け、「「安全・品質」の向上は

最大の経営課題」という社長の宣言のもと、品質マネジメントシステムの改善に取り

組んでいる。主な状況は以下のとおりである。 

 

（１）委員会の設置 

社長を委員長とした安全・品質改革委員会を平成２９年３月に設置し、下期として

は２２回、年度で４５回開催し、是正措置等の実施状況及び当社全体の品質保証活動

の実施状況を観察・評価し、必要な指示・命令を行っているところである。 

また、社内及び社外有識者等からなる安全・品質改革検証委員会を平成２９年４月

に設置し、委員からの評価・助言を受けて全社の品質保証の改善活動の促進を図って

いるところである。なお、安全・品質改革検証委員会における評価結果は、適時公開

している。（「４．安全・品質改革検証委員会」参照） 

 

（２）安全・品質本部による事業部の品質保証活動の支援 

安全・品質本部長は、品質目標の策定方法の全社統一的なルール作成を行い、各事

業部の品質目標の適正化を図ること等により、社長の補佐として、各事業部の品質保

証活動が適切に実施されることを支援するとともに、品質マネジメントシステムの有

効性の継続的な改善を図っている。また、品質保証活動に関与する安全・品質本部員

に対し、一般社団法人 原子力安全推進協会によるＩＳＯ９００１改正ポイントの教

育を４月から３月に行い、安全・品質本部員の力量の向上を図った。 

 

（３）監査室の独立性の確保 

監査室の独立性を確保するため、平成２９年１月に監査室の執務室を物理的に離隔し

た。また、報告徴収に係る活動の一環として、監査室長は安全・品質本部等に対する

特別監査を６月から７月にかけて実施し、監査室に対する特別監査を監査室以外の監

査員により１月に実施した。 

 

（４）品質マネジメントシステムの理解促進 

品質マネジメントシステムをより正しく理解する観点から、保安活動に関与する組

織の管理職及び品質保証部門の関係者に対し、理解促進、改善力の向上に資するとし

て外部研修機関主催のＩＳＯに関する研修を受講させている。平成２９年３月から研

修を開始し、下期としては３０名、年度で５６名受講した。 

今後も継続して実施していく。  
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３．協力会社との連携 

（１）品質保証マネジメント会議 

   第２４回品質保証マネジメント会議を１１月１０日に開催した。 

   （議題）  

    ・平成２９年度第２回保安検査での保安規定違反に関する対応方針 

・㈱神戸製鋼所の「不適切な行為（データ書き換え等）」の件に関する対応 

（２）濃縮事業部と協力会社との連携 

濃縮事業部長は、日本原燃安全推進協議会（濃縮事業部）を毎月開催し、労働災害

の発生状況や安全パトロールの実施結果の周知などを行うことで、協力会社との双方

向のコミュニケーションを推進した。 

 

４．安全・品質改革検証委員会 

第２回安全・品質改革検証委員会を１月２５日に開催した。また、その議事概要に

ついて２月１５日当社ホームページで公開した。 

前回以降の当社の品質保証の改善活動状況及び今後の取り組みに対する考え方につ

いて報告し概ねご理解いただいた上で、「実態にそぐわないルール等改善できるところ

はすぐ進めるべき」といったご助言を頂いた。 

 

５． その他 

（１）品質月間 

  品質月間ポスターの掲示（１１月１日から３０日）  

 

添付資料（１） 

（６／１４７） 

  



－９－ 

Ⅱ．常設の第三者外部監査機関の監査結果 

実施状況：安全・品質本部及び濃縮事業部はロイド・レジスター・グループ・リミテ

ッドによる平成２９年度第２回定期監査を受けた。 

（監査実施日：安全・品質本部 １月１５日から１６日 、濃縮事業部１月

１６日から１９日） 

監査結果：（総合所見） 

本監査は、品質マネジメントシステムに係る活動状況に関する監査の

うち、「日常業務が効率的・効果的に実行されている状況」の確認と、「保

安活動が継続的に改善されている状況」の確認に加えて、「業務プロセス

の単純化・簡素化に対する取り組み状況」の確認を主に取上げた。 

 監査結果については、「「指摘事項｣、「観察事項」は確認されなかった。

安全・品質本部及び濃縮事業部に「提言事項」を提起した」との所見を

得た。 

（安全・品質本部） 

「保安検査関連の教育を重点に計画的に実施されているが、活性化に有

効であると考えられることから、その他の業務に関連する教育も計画的

に実施することができるよう教育計画の立案」について「提言事項」が

１件提起された。 

（濃縮事業部） 

「運転作業は力量認定者が実施しているが、運転作業従事者に係る要件

を作業要領書で明記しては如何か」とする「提言事項」が１件提起され

た。 

 

（監査報告書については平成３０年３月３０日に提出済） 

① 2017 年度第 2回定期監査報告書  全体総括 

（W04953961 号-0）（2018 年 3 月 12 日ﾛｲﾄﾞ･ﾚｼﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ） 

② 2017 年度第 2回定期監査報告書（その 1）安全・品質本部の監査結果 

（W04953961 号-1）（2018 年 3 月 12 日ﾛｲﾄﾞ･ﾚｼﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ） 

③ 2017 年度第 2回定期監査報告書（その 2）濃縮事業部の監査結果 

（W04953961 号-2）（2018 年 3 月 12 日ﾛｲﾄﾞ･ﾚｼﾞｽﾀｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ） 

 

以 上 

添付資料（１） 

（７１３／７１４） 

 
 


